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稲わら等の緊急供給支援対策の拡充について 

 

このことについて、平成 23 年８月５日付け、23 生畜第 1047 号をもって、農

林水産省生産局畜産部畜産振興課長から別添写しのとおり通知があったので、

貴会関係者に周知方お願いします。 

このたびの通知の内容は、平成 23 年７月 26 日に公表した「稲わら等の緊急

供給支援スキーム」を８月５日付けで支援内容を拡充し、これまで、事業実施

主体となる生産者団体が、代替飼料の購入のための資金を手当てするに当たり、

自己資金で不足する部分は金融機関からの融資により調達することを想定して

いたが、このたび、独立行政法人農畜産業振興機構から生産者団体に対して、

代替飼料の購入等事業実施に必要な資金を直接供給する仕組みに見直したので、

本会宛て、本対策に積極的に参加し、傘下会員を通じて、畜産農家に対し、迅

速かつ確実に代替飼料が供給されるよう、格別の配慮を依頼されたものです。 

 

 

 本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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